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４ 療育・教育の充実

（1）療育・幼児教育の充実

１．保育所・幼稚園における支援保育・支援教育の充実

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 段差解消・手すりの設置など個別ニー

ズをふまえた保育所・幼稚園施設の改

善を適宜実施します。

学校施設管理室 ●実績なし

② 保育所・幼稚園において、一人ひとり

のニーズに応じた保育の充実を図るた

め、適切な支援体制の配置に努めま

す。

幼児教育保育室

●支援保育担当の保育士を配置

16所 67人（市立4所 26人、民間8所 22人、

認定こども園 4所 19 人）

●支援保育児

16所 82人（市立4所 33人、民間8所 27人、

認定こども園 4所 22 人）

●市立幼稚園に支援介助員・支援担当看護師

を配置

4園 支援介助員 15 人、支援担当看護師 1人

●支援幼稚園児 4園 25 人

③ 市民や保護者からの相談について、

他機関とも連携して適切な対応を行

い、保護者支援の充実に努めます。

幼児教育保育室

●保護者のニーズを受け止め、他機関と連携

し、必要に応じてケースカンファレンスを実施

し、子育てのアドバイスを行うとともに、保育の

充実を図った。

④ 児童発達支援事業所（あいあい園）、

発達相談「ゆう」などの療育部門との

連携を図り、相談や保育内容の充実

に努めます。

幼児教育保育室
●保育所、幼稚園を巡回し、個別の支援指導

や集団での支援指導を実施

⑤ 民間保育園・幼稚園に対し、支援保

育・教育に関する研修会等を通じて、

支援の方法や子どもへのかかわり方

等についてともに考え理解を深めるこ

とにより、支援保育・教育の質の向上

に努めます。

幼児教育保育室

●支援保育運営協議会･小委員会･支援保育

部会・研修等を開催

●支援教育幼稚園検討会を開催

●コーディネーター会議を実施

達成状況

○
適切な支援体制の配置、支援情報の共有等により、支援保育・教育の充

実に務めた。
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２．早期療育事業の充実

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 児童発達支援事業所（あいあい園）の

運営を軸として、専門スタッフによる対

象児童の状態像に合わせた療育・訓練

等の提供に、引き続き努めます。

子どもすこやか

室（総合保健福

祉センター分室）

●早期療育事業の従事職員体制

分室長（1）、理学療法士（兼任 2）、作業療法士

（兼任 2）、言語聴覚士（兼任 2）、看護士（専任

1）、保育士（専任5）、心理相談員（兼任3）、事務

（専任 2）

●児童発達支援事業所を運営

・実利用人数 12１人

・延べ利用日数 3,052 日

●機能訓練・訪問指導・訓練相談・経過フォロ

ー・巡回相談を実施

・機能訓練 3,588 回

（内、児童発達支援 225回）、訪問指導 91回 経

過フォロー282 回、巡回相談 43 回

●難聴児教室を開催

・対象児 4人

・延べ開催数 196 回

② 関係機関と連携しながら親子教室事業

を実施し、支援を必要とする児童や、子

育てに悩む保護者への支援の充実を

めざします。

子どもすこやか

室（総合保健福

祉センター分室）

●親子教室事業を実施

・参加者 38 人

・延べ回数 314 回

③ 早期療育対象児の療育の場の検討、

及び情報交換を行い、保育所・幼稚園

の支援保育・支援教育及び児童発達支

援事業所とのさらなる連携に努めます。

また、保育内容の連続性の確保に努め

るとともに役割分担を行っていきます。

子どもすこやか

室（総合保健福

祉センター分室）

●早期療育推進会議を開催 15 回

●148 名の望ましい療育の場の検討を実施

④ 発達相談「ゆう」で、臨床心理技法に基

づき相談を実施し、子どもとその保護者

の支援に努めます。また、保育所、幼稚

園、学校等に訪問し、早期療育対象児

童の日常生活における適切な支援方法

及び環境調整等のケースワークを行

い、さらなる連携を図り、相談・支援体

制の充実をめざします。

子どもすこやか

室（総合保健福

祉センター分室）

●発達相談及び早期療育に関する 総合相

談を実施

・相談件数 延べ 1969 回

・対象児童 529 名

（内、面接 1,091 件、訪問 430 件、他機関連携

316 件、電話相談 132 件）

達成状況

○
子どもの状態像に合わせた療育や訓練などを提供し、関係機関との連

携を図り、早期療育事業の充実を進めた。
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（２）学校教育等の充実

１．市立小中学校等における合理的配慮の充実

２．支援教育体制の整備・充実

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 段差解消・手すりの設置など個別ニー

ズをふまえた学校施設の改善を適宜

実施します。

学校施設管理室
●第六中学校のプールにバギーで移動できるス

ロープを設置しました。

② 障害のある子どもが地域の学校に行

きやすい環境を整備するために、障害

者基本法及び障害者差別解消法に基

づき、教育の場の「合理的な配慮」を

進めます。

支援教育介助員の配置・研修、重度

障害児タクシー送迎等を実施します。

人権施策室

●支援教育介助員を配置 20 校 123 人

●支援学級在籍児童生徒数 686 人

●支援教育介助員研修を開催 3回

●重度障害児タクシー送迎の実施（市立小中学

校等） 15 人

③ 災害時の対応について、定期的な避

難訓練を行い、障害児の個別の避難

方法を確保します。

人権施策室
●各学校において、学期ごとに風水害、火災、

地震等の避難訓練を実施

達成状況

○
人的体制のソフト面、建物環境のハード面ともに「合理的配慮」の充実

を進めた。

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 支援学級に在籍している子どもはもと

より、通常の学級に在籍する支援の必

要な子どもについても、「通級指導教

室」等により、適切な支援を行います。

箕面市支援連携協議会により、関係

課室との連携を進めます。

人権施策室

●通級指導教室を設置

小学校：南、西、東、豊川北、中、豊川南、萱野北

中学校：第二

●箕面市支援連携協議会を開催 11 回

（全体会 2回、部会 9 回）

② 各種研修会の実施により、教職員の

資質向上に取り組みます。

人権施策室

教育センター

●各種研修会を実施

・人権教育研修 6回

・支援教育研修 3回

・支援教育担当者会 12 回

・児童生徒理解研修 1回

達成状況

○
通級指導教室の設置、教職員の研修等により、支援教育の充実を進

めた。
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３．医療的ケアへの対応の充実

４．相談体制の充実

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 医療的ケアの必要な子どもが安心して

教育を受けられるよう、看護師等資格を

持つ支援教育看護介助員の配置など

体制の充実を図ります。

人権施策室

●看護師等資格を持つ介助員を配置(箕面小、中

小、豊川南小、彩都の丘小、第六中、彩都の丘中）

・任期付看護介助員 5人

・臨時看護介助員 7人

② 医療的ケア懇談会等を活用し、医療的

ケアの必要な子どもへの支援のあり方

について研究・検討を進めます。

人権施策室

●医療的ケア懇談会を開催 2回

●市町村医療的ケア体制整備推進事業補助金

交付事業、教育支援体制整備事業費補助金（切

れ目ない支援体制整備充実事業）、市町村医ケ

アサポート事業を活用

達成状況

○
支援体制の充実に務めるとともに、医療的ケア懇談会により情報交

換を行い、支援のあり方について研究を進めた。

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 教育センターを核とした関係機関との連

携強化による支援教育相談の整備・充

実を進めます。

教育センター

●支援教育専門相談員による障害児関連の相

談（教育センター相談室）

・相談員 ２人×週４日

・相談件数 ２６１件

・相談回数 2029 回

●支援教育巡回相談員による支援教育関連の

相談

・相談員 ７人×週 1日

② 「いじめ・体罰ホットライン」により、いじ

めの未然防止・早期発見・早期対応に

取り組みます。

教育センター ●相談件数 １件

達成状況

○ 関係機関との連携を進め、相談対応・問題解決に取り組んだ。
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５．放課後等における活動の場の充実

実施内容 担当課室 平成 30 年度 実施状況

① 放課後等デイサービスの利用によっ

て、充実した時間を過ごせるよう、相

談支援により、一人ひとりに合った療

育環境づくりを支援します。

子どもすこやか

室（総合保健福

祉センター分室）

●障害児通所支援（放課後等デイサービス）を

実施

・実利用者数 412 人（延べ 8,347 人）

・利用日数 延べ 51,536 日

② 学童保育実施事業、新放課後モデル

事業、子どもたちの自由な遊び場開放

事業の実施により、すべての子どもた

ちの、より豊かな放課後の居場所づく

りに取り組みます。

学校生活支援課

●学童保育実施事業を実施（全 14 小学校）

・障害児 146 人

●新放課後モデル事業を実施（2 小学校）

・プログラム参加障害児 延べ 764 人

●子どもたちの自由な遊び場開放事業を実施

・1 日平均利用児童数 72 人

達成状況

○

放課後等デイサービスの利用の増加により、放課後等における療育

環境が充実した。

児童が任意で参加する放課後や長期休業中の居場所づくり事業にお

いて、障害のある児童の参加申し込みがあった場合は、見守り指導員

を加配し、安全に実施した。


